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公認会計士等の異動に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第 193 条の２第１項及び第２項の監

査証明を行う公認会計士等の異動を行うことを決議するとともに、同日開催された取締役会におい

て、2019 年６月 26 日開催予定の第 66 期定時株主総会に当該議案を「会計監査人選任の件」とし

て付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１.異動予定年月日 

2019 年６月 26 日（第 66 期定時株主総会開催予定日） 

 

２.就退任する公認会計士等の概要 

（１）就任する公認会計士等 

①名称 ＥＹ新日本有限責任監査法人 

②所在地 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 

東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー 

③業務執行社員の氏名 高木健治、田中勝也 

④日本公認会計士協会の上場会

社監査事務所登録制度におけ

る登録状況 

上場会社監査事務所名簿に登録されています。 

 

（２）退任する公認会計士等 

①名称 興亜監査法人 

②所在地 東京都千代田区神田錦町３丁目１７番地 

③業務執行社員の氏名 武田 茂、柿原佳孝 

 

３. ２.(１)に記載する者を公認会計士等の候補者とした理由 

監査等委員会がＥＹ新日本有限責任監査法人を公認会計士等の候補者にした理由は、新たな視

点での監査が期待できることに加え、同監査法人が専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会

計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることなど、総合的に勘案した

結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。 

 

 



 

４.退任する公認会計士等の直近における就任年月日 

2017 年８月 ４日（一時会計監査人） 

2018 年６月 27 日（初任） 

 

５.退任する公認会計士等の直近３年間に作成した監査報告書等における意見等 

該当事項はありません。 

 

６.異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 

当社の会計監査人である興亜監査法人は、2019 年６月 26 日開催予定の第 66 期定時株主総会終

結の時をもって任期満了となります。 

また、当社は、2019 年２月 12 日付け「ヤマハ発動機株式会社、株式会社新川及びアピックヤ

マダ株式会社による事業統合（株式会社新川によるアピックヤマダ株式会社の完全子会社化、ヤ

マハ発動機株式会社による株式会社新川の子会社化及び株式会社新川の会社分割による共同持

株会社体制への移行）に関するお知らせ」で公表のとおり、当社、株式会社新川（以下「新川」

といいます。）及びヤマハ発動機株式会社（以下「ヤマハ発動機」といいます。）の３社間で、

ヤマハ発動機を割当先とする新川による第三者割当増資を通じたヤマハ発動機による新川の子

会社化、並びに、新川による当社の完全子会社化及び新川の事業を新設分割設立会社に承継させ

る新設分割による当社及び新川の共同持株会社体制への移行を伴う３社による事業統合を予定

しております。このため、当社の会計監査人を、ヤマハ発動機の会計監査人と同一のＥＹ新日本

有限責任監査法人とすることで、監査の一貫性による効率的かつ効果的な監査が期待できると判

断いたしました。 

以上の理由及び経緯並びに上記３.の理由により、監査等委員会は、新たにＥＹ新日本有限責

任監査法人を会計監査人として選任するものであります。 

 

７. ６.の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する公認会計士等の意見 

特段の意見はない旨の回答を得ております。 

   以 上 

 


